
介護予防支援における重要事項説明書 

 

１． 事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的 

利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日

常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅

サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適

切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡

調整その他の便宜を提供します。 

運 営 の 方 針 
利用者の尊厳を重視し、公平中立的な立場でご家族や、地域の協力をも

って、利用者の自立に向けた居宅サービス計画を立てます。 

 

２． 事業所の概要 

利 用 事 業 所 の 名 称  幸生居宅介護支援事業所 

都道府県知事許可番号  ３３７２３００５９４ 

所 在 地  岡山県和気郡和気町佐伯３６８－１ 

電 話 番 号  ０８６９－８８－９２１１ 

F A X 番 号  ０８６９－８８－９２１２ 

 

３． ご利用事業所の職員体制 

従 業 員 の 職 種 員  数 勤 務 の 体 制 

管 理 者 １  名 常勤で兼務 

介 護 支 援 専 門 員 ２ 名 以 上 
常勤１名（介護福祉士）非常勤３名（保健師・ 看護

師・ 介護福祉士） 

 

４． 営業時間 

営 業 日 

月曜日から金曜日（土・ 日・ 祭日を除く） 

 但し、８月１３日から８月１５日 

 １２月２９日から１月３日はお休みします。 

営 業 時 間 
午前８時３０分から午後１７時３０分までとします。 

但し、ご要望に応じ営業時間の変更は可能です。 

５． 通常の事業実施区域 

和気町 赤磐市とします。 

６． 利用料 

 利用料金  ４，７２０円  一ヵ月当たりの料金になります。 

ただ、特別地域加算として所定単位数の１５％が加算されます。また、初回計画作成時は、３，０００円

が加算されます。介護予防支援については、原則として自己負担金は有りません 介護保険適用の場合

でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。 

その場合は、いったん負担金を頂き、サービス提供証明書を発行します。サービス提供証明書を後日住所



地の市又は町の窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。交通費は必要ありません。 

     

８．担当の職員 

あなたの担当の介護支援専門員は下記の通りです。 

介護支援専門員名(          )  

今後、医療機関へ入院する必要が生じた場合には、担当者の指名及び連絡先を医療機関へお伝えください。 

職員は、常に身分証明書を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。 

 

９，緊急時・ 事故発生時における対応方法 

 

サービス提供の実施中に、あなたの症状等の急変・ その他の緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医

の先生への報告並びに家族への連絡など必要な措置を講じます。 

利 用 者 の 主 治 医 

氏 名  

所 属 医 療 機 関 の 名 称  

所 在 地  

電 話 番 号  

緊 急 連 絡 先 

氏 名    

住        所   

電 話 番 号  

携   帯   番   号  

 

１０，事故発生時の対応 

（１）事故が発生した場合は、市町村、備前県民局・ 利用者の家族等に対して連絡等の必要な措置を講じます。 

（２）賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償を行います。 

（３）事故が生じた際には、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 

１１，秘密保持 

職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又は家族に関する個人情報について在職中はもとよ

り、退職した後も正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、あらかじめ文書により利用者や家族の

同意を得た場合には、サービス提供事業者との連絡調整等、その他必要な範囲内で情報を用いることが出

来るものとします。 

 

１２，虐待の防止 

人権擁護・虐待等の防止の為、次にあげるとおり必要な措置を講じます。また、サービス提供中等に虐待

を受けたと思われる利用者を発見した場合に、速やかに市町村に通報し、虐待防止に努めます。 

(１) 虐待を防止するための職員への研修の実施 

(２) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備（虐待の防止に関する担当者の選任を含む） 

 



１３，身体的拘束等の原則禁止 

  ご利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束そ

の他の利用者の行動を制限する行為（身体拘束等）を行いません。なお、身体拘束等を行う場合、態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむおえない理由などを記録します。 

 

１４，ハラスメント対策 

当事業所は、ご利用者が当事業所の職員に対して行う暴言、暴力、いやがらせ、誹謗中傷等の迷惑行

為、セクシャルハラスメント等の行為を禁止します。 

 

１５，業務継続計画の策定 

感染症や非常災害の発生時において、早期に業務再開できるよう業務継続計画を策定し、当該業務継続

計画に従って必要な措置を講じます。 

 

１６，感染症の予防及びまん延の防止 

感染症や非常災害の発生時において、早期に業務再開できるよう業務継続計画を策定し、当顔業務継続

計画に従って必要な措置を講じます。 

 

１７，苦情申し立て窓口 

 ⑴当事業所における苦情や相談は以下の窓口でおうけいたします。 

 

担 当 者 介護支援専門員  安東 ますみ 

電  話 ０８６９－８８－９２１１ 

F A X ０８６９－８８－９２１２ 

受付時間 月曜日から金曜日午前８時３０分～午後５時３０分 

  

 ⑵行政機関その他苦情受付機関 

 

和気町の相談窓口 担当課  民生福祉部 介護福祉課 

電話   ０８６９－９３－１１３９ 

受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

赤磐市の相談窓口 

 

 

担当課  健康福祉部 介護保険課 

電話   ０８６９－５５－１１１６） 

受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時 1５分 

岡山県国民健康保険団体連

合会相談窓口 

 

担当課  介護１１０番 

電話   ０８６－２２３－８８１１ 

受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時００分 

 

 



 

令和    年    月    日 

 

  私は、本書面により、事業者から重要事項の説明を受け、書かれた内容を了承し、介護予防支援の提供

を受けることに同意します。 

              利用者   住所 

 

                    氏名                       印 

 

              代理人   住所 

 

                    氏名                       印 

 

                    続柄 


